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アノレジエリア農業の「社会主義j部門

一一土地改革と自主管理撲場一一

本稿の目的は，アノレジ且リア経済における公共部門の したがって，ここでは農業部門における「公共部門J,

分析をすすめるための予備作業として文献展望と資料整 すなわち［自主管理農場jにかんする資料を示すと同時

理を試みることであり，本号では農業部門のみをと 9あ に， 「自主管理jの説明をやや詳締に加えておく。

げたが，逐次他の部門についてもとりあげていきたい。 （従 1) La Documentation fran~aise,“La Situa-

なおこのことは‘産業部門丹ljに公共部門の分析をすすめ tion economique de l’Al凶rie”， Noteet etudes do幽

ることを，無批判に肯定することを百対三するも内マはな cummentaires, pp. 415～47. 

く，あくまでも作業の過程における便宜的な限定である

士とをおことわりしておく c I 

アルジエリアの公式統I出土，農業部門を

(1) 社会主義部門（secteursocialiste) 

(2）私的部門（secteurprive) 

の2部門に分知している！了社会主義部門Jは「自j：管理

部門」（secteurautogere）とも呼ばれるが，この分類は

次の企業形態による農業経営体の分類に対応しているn

川自=F・1ミ＇J1l！農場

(2) 私営の農場・農家経営

したが円て資料上は，農業生産における公共部門とし

て l自主管月l農場Jのみをとりだす二とができるり

なお，これに対して工業部門においては，次のような

企業形態がある（注 I)o 

11）私企で

(2）政府の監督官（commissai,・p巾伊uvf'rnement)

の監督下におかれる企業

,::i 自主判所I企業

,11 国営会n.(societc・ nationale.l 

(r,）混合経済会社（societed'economie mixte) 

設業部門に〈らべると．公共部門とみなしうら企業形

態が多様でふり，また Ci'!l管理企業iの比重が／トさく，

「社会主義部門Jと「自主管理部門」は同一視されてい

主らに，商業部門，公抗事業，通常の政府ザーピスな

どを含めた全公共部門のなかでは，自主管理部門の比重

はいっそう rトさL、。

しかしながら，アルジ t ゾアにおける進歩土草間その契

機は，「アルジエリア社会主義Jにもとめられ，「社会主

義」はつねに「自主管理j (autogcstion）と結びつけて

~TI L二れる〔：l'.1 末尾文献すr号。以下1,-,1p. 41] 

「自主管理」とは，「生産手段の国有」と「労働者によ

る自主的経営管理Jとを二つの$r!Jとする制度である。し

たがって，自主管理企業は，「私的所有jと「私的経営J

を特徴とする私企業と対立するだけでなく，生産協同組

合，国す区；企業とも原理的に異なる経営形態である。そし

て私企業制がそうでふるように、 I'!主管:rta,1
•)X；可手態である以上に，体制イデオロギーとしての意味を

もっている。ゆえに，農業部門における自主管理をめぐ

って以下の4点が問題にされなければなじない。

(l) 「アルジエリア社会主義」体制のなかで政策決定者

が自主管理をどう位鐙づけているか。

（三） 「アルジェ 1）アH会主義j経済のなかで農業部門お

よび，その自主管理部門をどう位置づけているか。

(:l) 国民経済および農業部門における変革過程のなか

で自主ttflHをどう｛i'i陛づけているが。

(!) これらは世界の思想的系議のなかでどう位置づけ

られるか。

自主？？理農場にがんする研’売はう雑誌論文を含めると

主要なものだけでも十数点にのぼるが，これれの疑問に

十分答えてくれる文献はなく，わずかに（4）にかんして，

ユーゴの影響を受けているという指摘があるだけで、ふ

るG また（l）については，社会主義諸国における中央集律

的国家統制下の国営企業に対比させて， 「労働者の自主

的経営符J{j!Jの側面を重視するものが多いu

いずれにしても(I）～叫に答えるためには、指導者，諸

政党などの声明，決議などを素材とする分析が必要であ

るが，そのためには，次の上うなテキストが有用であろ

つ。
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アIレジ工！）アの政治体活I］；士， il.l民解政戦線J(Front 

de Liberation Nationale一一略称、 FLN）の一党制であ

り，したがってその綱領がも円とも基本的である仁 1!1！玄

白前の196＇.？＇［＇心 JIiこ採択されにいわゆる「トけ ιリ l綱

誕」〔32〕ど I川 ・H-4月の「プ.・，.〆 L 憲章J[:Ll'Iふもら， y

とも重要であり，両者の比較検討はまず第ぺこえざる＼

き作業である。 FLNの綱領についで， 党の大会， q,央

委員会， ヲキ記局などの決議が霞裂であるが， ヲユ計二ストの

人手はむドわしく、定期刊fr l杓にとって要旨ト JI！イJ こと

えEできるたげてk1る。それよ；）も人手が容易一三ふい）町か

っ素材として興味ぶかいのは指導者の演説集であり，策

？？はベンベラ前大統領のものを 2},':( Cl4〕，〔日5〕，ブーメ

.，，ィエン王I.1t"i"III 1／』ものを 2}¥ I :¥/) , (:17〕砕／＇ ! ・：，、る

子：，これ件発行されたうちのご〈 部にすぎ，＇（ < 

以上は，政策企般にわたるものであるが， i長殺部門に

おける変箪にかんしては，おそらくトリポリ綱領より以

前に舎かれた FLNの Alger支部の農地改粛にかんす

る資料集 I::,~ I :'J.ある。アJc• , IJアの土地t,'(, t、後

vこ述べるように 1ーロツノU、j出：iの場f,とア IC. ' IJア

人地iの場合とでは，進行の皮ffがまったく JJUc－， てお

り， しばしば別々に論ぜられるが，何者・の構想が統叩イ1(;

iこ山されで＼ .ζ ところがこの什徴ーペある，ほ；DIJ仁i時期j

の「ア／レ三了 lj~＇労働総［＂J i:/1 :Union c;ι口氏ralνdes

Travailleu r行へ！山・・riens一一時ドト ll<;TA）の！初日に.11;、

ては雑誌論文［28〕があり，フランスの農マtf・ R. Dumont 

の勧告〔13〕，「14〕もそれらを理解する手がかりにtr.ろ

ワ。

自主管迎にカ ιんする資料M:t、活者が碓認LんYこけで

も5,ti_ほと山ている。これらは制度の説明を卜ベ内科とし

ているが，支えがきや，付録の決議文などにイヂオロギ一

分析の素材が見いだせるし，選点政策の変化もよくわか

る〔39〕， I.＼川町 41〕，〔42］、 I1:: なお［；ゆと＇ 40〕

i土岡内容 lでふろゾjで両者をた！日：；－.： ，，る利点主‘ふ／！ これ

らは農業部門の自主管理に焦点をおいているが，［42〕，

C43〕では，工業部門についても同様に扱ってL、る。

土地改11',(!l~Jjl日包が，アルゾ i} -y人地主/J）川f了間iJI哀iこ

移行したf主｜抗日＇ Lのでは， i41 A：あり， t>::,. ＜これ

；立， I農地L'.11:Ir＇，本JとP・fffjr’川、のと同文て守一〉／九と!JJわ

れる 3

以上，アルジエリア政府ないし FLNの文献をとりあ

（プたが，ア vレJ 戸リア発f1 c> fir 1出〔55〕， Nf?L：日1〕，

;54］が重要tr.士号はいう ι巨で itn～
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白木符理にかんする論文は例外hく制度的説明を含ん

日、るが，おlj凌と実態の混同がしばしば行なわれてお

り、 iJfltの規定にiりして主ず制度（JZJf1＇純を正確に把隠し

にければならないの自主管班の関連法は下記の諸法令で

あるが， Iアルジエリア共和国官報」（JournalO伍cielcle 

la Republique Al以でいnne----一略称JORA）を参照でき

たか ！こので，テーIス！、が記載されている文献名を需号

〔！－i',，己しfこの

(1）所有？？不在財療の保全と管現にかんする法令

(l9fi2{f-8月24日， Decret,n° 62-020）〔日2,jan vier 1964, 

n'' 1、pp.274～27持！

;lr1Ttf"不在のj）~J誌における干；：J:1!1委 n会の設立に

かんする法令（1962年10Jl 22日， Decret n"62イ2〕

(42〕

(:¥'I m琵・不動戸「の議政・売買，貸併の規制にかんす

ノ：， ;}: ~' ( l 962tj三wJ J '.?:i 11 , n己cretn''(i'.? o:i〕（42〕

11, ,11r1rri・不在日.ifj)fOl }Jf剰にかんするが、令（1963年：l

J J 18 t I, Decrct nn6:1-88）〔39〕～〔43〕

(,,, iJr1ffT不在の工業・鉱業・手工業における企業お

！；び！？；ゅの組織と・1?JI！＇にかんするむ；~＇(1%3年 3月221i、

I >cert t n'' 6:l 95）「：＼ll｝～「4-'-l〕

l'!:H'f理企業・ j先場の収益配分税関iを定める法令

(l附；1年3月28日， Dlcretnn 63-98）〔39〕～〔43〕

17) 取得・符珂1・運併・利用の方法が，公共秩序と社

台、＼＇fl I 1• ＇’混乱せしめるfi}J産・不動産を国家の保護下にお

ノ二＇.： ；.二かんす不法令（ 196：~年 5)J 9 n, n(l 63-lfi8) 

「52J
(8) ある種の個人または法人に属する農場を国有財産

t' 1T戸；する法令 (1963年10月 1日）‘（テキスト未確認〕。

I・＿.，己のうち，（41, I",), （めが，自二｝符JIUにかんする基本

((] t仁口；，；tであり， I/f;＂史的諸法令 J:tた（tf三月諸法？？

とl呼ばれている。

ユn1s日の法令（4）は， 自主管理制度の一方の軸，

I t,i 手段の国千パヒ iにかんする規定である。条文は：l

,;-.11；条からなり，企業（鉱・ヱ・雨・金融・重量・林各業

i主におヴる〉と企業グ）｛；動産について，（！iその所有者が

ない場frに所有権の不在を確定し，（2）企業の操業が正常

に行なわれないか，あるいは停止される場合に，所有権

のた均を定め，（’；）それらの「所有者f、｛F財産J(1,iens 

,・acan1s＼を内閣不！の行政的保議下に庶くことを定めてい

る、
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なお， i詩文で明＂己主れてし、るのは，； ii'京と「土地

(locaux：，不動産（irnrneubles）およびその一部」であり

「生産手段Jではなく，また「内閣府の行政的保護下

（ばous la t utelle administrati、ι’dθla Presidence du 

( 'onseil)におかれる J ごあって同守化jでない》資料Jfl

〔39〕では，その条項への注で，土地，家屋のほか農機

n，家子むなども，十 ζて「公共（collectivit寸），すなわち

1司またはriillj村jtこ，J,if),'i'，し， 1在、1J財産ではないと述べて

いるが，法文からみる限りでは「生産手段の問有化」と

l、っていいkalizeL J－ぎるといえろ。

3月Vill (!J法令の i,う一つの問題点は，それが「所有

？？不在財産」の措置にかんする法律であって，財産一般

の収用む、ではない二ときあり，そごに自主符JIH制度苦手iJ＇，と

の背後tこふるアルも「 ＇） アの特冷条件がも｝ども明白に

示されている。それこそ独立前の「ヨーロッパ人農業と

アルジじりア人農業のー，重構造iの存在であり、し主込t,

＝］ーロ、yノミ人地主・ f'.'H（が独立後、次々とgi1むを放棄し

て帰国したという条件である。帰国せずに生溌をつづけ

るヨーロヴパ人から土地を強制収用するために次の段階

守出される法令が（口、川である・： 171は「公共f')（序と討会

平和Jを名目として，独立戦争中にフランス沼町に協力

したアルジエリア人大地主をも対象にあげているが，三

れらのit;tはなにζIJ／まずヨー口ッパ人，irm也の収m
をめざすものであったのである。

3月22日の法令（5）は、自主管理制度のもう一つの軸，

f労働背の r当主的tdf）、？管理jにかんする改定であり，

管理機構とそれぞれの権限について定めている。これが

「歴史的諸法令」のなかでも，も叶ともE重要であるので

令文を刑l', Lておし 1CJ62年10n22日の法 '.',ic；と比較す

るとき，最大の相違点は，管理官がもうけられたことで

あり，管理官を通じて行なわれる国家統制を明文化して

L、る点、でt・lど＇o さ；＇：.： i＇.！、文上 Iir1/j；之されてい：hi.,、国家紋

;¥,ljが各種の機関を通じて行なわれるつこれらの機関をも

含めた組織図が第 1関である〔15.p.92l》

(1)農地改革協同組f「1，ンタ』 代、entrede仁川perative

cle la Reforme Agraire一一一時称 CCRA)oONRAの

下部機関であり，信用，購買（肥料，種子〕，農機具の修

I1M・賃貸，などのmr,,1組合業手元を行なうがぞれ以上に

議場の監督機関左しての性格が濃く，葱：笠公磁を独占

し，また農場の会計簿を掌握している。なおこの前身

（土， 18CJ：：｛下に創立され、 1952ifに改組されど民業備蓄結i

(, (Socie日 Agricolt:rle Pr討のyance－一ー開ffSAP）で

ある。

第 1図 自主1賢建農場機械i没

(2）各種協同組合，すなわち購買協同組合（Cooperative

d’A pprovisionnemcn t），出荷協同長ll{';-(Coopさrative

d’Ecoul,・rnent 略称、 CORE)，加工協同組合（Coope・

rative de Conditionnement）などがあり，最後の二者は，

国内外の流通を常損する商業会社（Of日ceNationale de 

Comnwrcialisation－一略称。NACO）と直結している

が，前記 CCRAとの関係は不明である。

(3）奥地改革公社（OfficeNationale d巴 la Reforrne 

A耳raire－略称。NRA）。 1%3年 3JHこ農地改革案の

作成と自主管理農場の組織化を目的として設立された独

立の公共機関であり，その下属機関である CCRAを通

じて／けでなく、［I，』接そのf,fミ，

しC自主：管：理農場への技術指導と監督にあたらせる。 fl"

文中に， J升轄機関と書いてあるのは， ONRAをさすも

の？？点、る。

3月22日の法（？の最大の問題点は，国家統制と企業の

自，l:t主とのかね合いにあるが，これについては 3月28日

の訟~）とともに論ずることにし，ここではもう一つの問

題を指摘しておきたい。それは季節労｛説法から労働者総

会の構成員となる資格を懇っている点（第3条，第4条〕

であり，そのためれ主管理民場内の民主主義を徹底させ

ず， ': ＇）に自主管理農場の労働者と一般の農民との ti会

的不：if.等を固定化する倶れがある。
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錦2関 自主管Jll,.企業年間収益の配分表

II I 古川 ,1 ： －決定方式｜備 考

( Ii 資本消耗づI・'11：：；伝 ｜｝ ｜ 
J ぷ ll、F均役所開を茶準にして政令また I 

問への納付金 ｛ 幻 投資国民造集合 ｜｝ ｜ 1 コ If f条令によって決定 I l 3) 料用平衡凶民族｛t IJ l失業者の救済など

rl刷版i時働あれ託金 川賃金Uな：＇の佐川 Ji)，により決定 il貨幣また同物，支払
I (5) 前属労f勢蛍の主主念 総｛;f（正／ノレィ i；ょっ正ONRAが71：定 / ｛条nは管f'l1官の合意に

労働者および J (6) ？需給：労働者の線焚令 管珂1委民会が決定し，ONRAの承認をうけるIJより管理委員会が決定
企業の所得 ) ; (7) 企業内の投資集金 ｝ ｜ 

｜ （｝～（日）の成金かあて，討議会主任は総会が！性宅・厚坐施殺の繋辞！？I' (sl 江司法内のが＇I思金 ; I 
l (9) 企業内の：＂ i1i,i、主 J ' li j川をきめら ：など

（けつ (1)～（めを搾除後，税がかけ心れろこ Lもあるの

(ii', j青） 1川，:i3月2Nii）.、令， Oり ）りれ1ι

3月28日の法令（G）は， 10条からなる会計方式にかんす

る川合であり司約収入（総生産高） /J' ：＇，、賃金以外の諸

経：授を控除した額を，年r:n収益と定蒸し、その配分の！！

7Jを定めている。

ti¥ '.c図は条文の説明をl究l.cて化した＇＇のであるが，それ

仁 tl）このii，イ＇，／，；単なる B:Vi的規員I]ず にρ こと U'i{¥01ζ

涜みとれるであろうの政府は（1）～（，，）の似を動かすこ止に

よ，' Vナ，自主1キf!jl農場に資本蓄積の役将1］を果たさ4でるこ

l← l i c I の増加ヘ｛也の部~＇J と ，n実質が） '! ＇＼：を実現す／＼こと

((.1）の市加〉もできるし，（同）～（引を農J坊やヴ；f防行への

economic incentiveとして用いること．さムに（］）と（川）～

（川のI円加に r二IJ特権階層山汗成するて土もでき ＜，（｝；であ

る。

このように 3月22Rの法令と 3月2品目の法令は‘ 「労

｛劫行の自主（r'Jtc日常管J![I r,il織にかん「る規定でト，：， t

問時iと，同家統制にかんする規定であるれこれ；）；什.ti家

統制の側面Iを強調したき「山、があるので． r i:1 1 ・刊！の

官，＇］I芝山］保障l二J ＇＂、て述へでおこう。

(1）労働者総公から委員んにいたる企菜内の民i市ljが確

立されていること（これについては、すでに述，、1ご乎Mi

ぞ心的行の問恒：＂・＂＇る）。

lニ1企業の1'1111/A甲・でfたとこぎる＇ 1iJJ'if；明i；じされ口、ら

こと。

1'1主管}ljl振興市町宇］，；＇！＇ i潟会を通じ仁符珂＇ i'',"C）濯＜；｛＇

がでさるととわ

以上に述ぺてきた白主管理制度は，あくまでも法律の

よ見定を通しこーみた制度であし自主符川制度の制定後5

年金経過しt:f見ず［：では．それぞれのザソ誌のなカ忌ですでに

慣行として定着した諸市I］慢があり‘むしろその解｜円三そ

,rr・容である J二L、与〕なけオli fたらなし、

80 

理

政府資料だけでなく，研究論文も制度と実態とにふれ

ながら，その時々で論議の焦点を変えており，文献に依

拘Lする日］1I) ！＇＼主管理 fl日目安の形成， )j宅関過程のなかではt

めて実態に接近できるといわなければならない。その

隙， i邸内関係の文献が基礎資料であることにかわりがな

I，、が，制I｛そ理解するどきよりいっそう慎重な吟味が必

要であり，第三者による研究論文~通じた問題点の検討

をあらかじめ行なっておかなければならない。

n :l:li¥ .fll' t＂｛湯と土地己主輩にかんする論文 l士、 1963年か

んi'Uはじめるが，前述した R Dumont〔］，1]の場合も，

また Gou時間t[ H，）も，土地改革をめぐる理論的な問

医点の指摘が中心になってヤるッ 1964年にはいると，

l'rmcet i士第1論文 r2s・1で， 1tll{i：前における農業構造

の把握から，白主管理ー制度を軸とする農業部門の改革の

，＇（命的重要約：を指摘し、第2論文［26〕では TiaretY,¥ 

（＇）事例を iliiじて196：＼年1月前後の改輩の進行：伏況を明じ

かにしている。より実態に肉迫したのは， 2人のアメリ

ヮ人1好守It（農学者di会学者）によるー鹿島jの事例制

冗であ：； ［！；）〕， 1%：＼イド末から 1%4年2月にわたる調伐

にもと／九、て， 「自留地」の存在をはじめとする興味ぷ

f～、事交を報告していろ。

1965年になると，全とまった研究がつづいて出され，

「1主管理に対する，さまざまな角度からの検討が行なわ

れ，その欠陥と限界左が指摘されはじめる、なかでも

I .azarev !20］と Tcilbc(30〕のものが詳締lであり，多

くの問題点をカバーしている。 Krieger〔19〕は，位界

外国の土地改革Eの比較によって自主管理の理念と制度

i検討L工ろとしたが芳察が安市的に終わ ＇） ている。 :/I&
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底的な「非楠民地化」の成功にもかかわらず，他方で自

主管理農場への｜翠家統制が強まったことを批判する

Prejean〔27〕，祭場内外における「官僚ブ余ルジョアジーj

C') f,(i負を指摘する Minces[ :.>4J, アFレゾニリア入所有地

•J) ！：地改革の進展が運ν三どに？？一けする Lentin〔21〕な

巳すでに1965年6月のケー午、ケ・・ fI1';iJの段階で問題点、

: t i'I 1っくされていたとい！て上い.}It立後のアルジェ

1) TI~セ業の変化を主と L てれ済的関心かちとらえた

Griffin論文〔17〕は貴箆であり，雑誌 Afaghrebの記

事：〔22］，〔2:-i〕も参照さるべきであろう。 1966年以降の

ものでは， Sartan〔29〕がクーデター以後も土地改革と自

主管理への障害の解決が進んでいないという指摘をし，

Jaulinほか2名が1963年に実施した調椅結果を発表して

L、るが〔18〕，自主管理，斗叶V；心，t一fHてうすらぎ， 1967

:1'-1!1に実施を予告されている！づ山立すーの進行を見守って

L、るのが現状であろう。

J'U二の研究論文のほかに，定期11Jjf・1'5Jをおわなければ

ならないが，その際3種類のク口／口ジーが有用である。

〔56〕は1962年版から発行された年畿であり，詳細な日録

と年間の情勢要約が掲載されていて，隔月刊の〔57〕と

ともにもっとも使いやすい。 1966年から隔月刊で発行さ

れていた［58〕は，後に季刊にかわりほぼ〔57〕と同じ

什格士もち，〔59〕は統，：If込lである

二ti.らの文献で指摘さh「こitlJ!，＇立，c'.. 

JH!J.,'寝j坊（社会主義農業部｜！可）〔乃＇J'；開iR私i；土次のようにi待

！明［正5｝することができる

(1) 1962年3月～1963年 3月。

1962年3月のエピアン協定から， 1963年3月の「歴史

的諸法令Jが出される以前までの段階。独立協定の調印

後から， ヨーロッパ人テ口組織（秘密策事組織 OAS)

によるテロ行為が続発し， 7月5日の独立後もべンベラ

,rr<ど／、ンヘッダ派に上る怜打開予が内戦の危機をはらみ

つつイ売けられ，政情と経内店，IJ(,＇）不安定さから多くのヨ

一口、ソパ人農場主，農民がれ1ついで帰［苦した。その結果

生j出土放棄され，不法占拠がllなちはじめたので， 8月

三4[lの法令が出される。 9け末の.；シベラ政権成立後，

政府は「耕作作戦」を通じて生産活動の再開につとめた

が，その過程で各地に旧ヨーロッパ人農場の労働者によ

る自主的な管理組織が自然発生的に作られ， 10月22日の

法令は，この事態を法律的に追認したにすぎないといわ

れるう以後行政機構の再編成と並行して，土地改革案が

険討されるなかで， 「歴 1.~ （1'J認；7';,J ！，：喝されるわけで

おるう管理組織の自然発l[cJj(J「i協は，この段階では議決

の自発性，革命性をあらわすものと評価されるが，後に

は植民地時代からの構造（とくに人的構成〉をそのまま

に残した原因とむすびつけられる。

山 1963年3月～10月。

「！？主史的議法令Jから10月のヨーロッパ人全所有地の

同有化にいたるまでの自主管理部門の拡大がもりともダ

イ寸ミッケであり，農業生産の「アルジエリア人化」が進

行する時期η 諸法令にもとづく符理組織の整備と選挙が

行なわれるなかで自主管理農場の「民主化運動」キャン

ペインがおこされる。この過程で季節労働者を総会構成

員にする農場もあらわれるが，問時に農場の統合が行な

われ， 6月までには巨大農場が成立する。土地改革の必

要性が強調され，アルジエリア人大地主からの土地没収

仁江三すされるが進展をみせず，モロッコとのドJJ定紛争を

契機として対fム強硬策をとり， JO月 1fl全フランス入所

有地の同ff{ヒ宣言が行なわれたc i也ごlからの十i会的抵抗

とおIH長のための財政的負担なしに，また!i'Hれこ十地を分

配する過訟をふまずに直接集団化しえた反面，ヨーロツ

パ入所有地の土地改革を切り離して行なったためにアル

ジエリア入所有地の土地改革が遊れたという側面ももっ

ている。諸法令制定後，国家統制は強まる一方であり，

「自主管理振興市町村評議会」は設置されなかった。

川 市 防 年10月～1966年10月。

i：地L≪.(JJ',:の重点が，アルジエリア入所有地に移行し，

実施の「？ながたびたびくりかえされる時期r 自主管理の

拡大はほぼ終了したが， 1964年ヨバに土地改：革案が閣議

を通りながら議会には上程されなかった例（，こ典型的にみ

られるように，土地改革の実施がくりのべられる。それ

とともに自主管理農場の欠陥として，（1）人材の不足，（2)

流通機構の障害，（3）農業金融の不備，（4）国家統制のゆき

すぎ等々が政策担当者によっても自らみとめられる。

(4) 1966年8月～。

土地改革草案が発表され，実施のための干ャンベイン

が開始される1966年以降の時期。

立川尭IIについて，土地改革の実胞状況は今なお不明で

あるが，日1'11'.上の課題として重要なのは第九期に実施し

えなかった理由の解明である。

IV 

独立後約2年聞は，統計事情がきわめて慈し生産統

計は断片的であり，貿易統計は主要相手国側の通関統計

Lか利用できない。 1965年になって統計年鑑（45〕が復

1りされ．氏支・農地改革省からは，数種類の民業統計シ

81 
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リーズが出されるようになった。アルジエリア農業の全

体をとらえるには〔47〕がもっともよくまとめられてお

り，ド1:Y管理農場にかんし亡は， 1964年から65年にかけ

ての調査を集計した〔48〕によってその全貌をつかむこ

とができる。

しかしながらがこ汁を通じて明らかにしなければならな

いのは，（1）国民経済における議業部門の役割，（2）災業部

門における自主管埋部門の役割，（3）自主管沼農場の構造

であり，また以 r.:=i項目について但）植民地時代のョ、ロ

ツノf人農業との比較，等々である。（2), (J）にかんし一てj二

記の統計によりかなり明確につかめるが，ストックとフ

ローの［J,j面をおさえることはむずかしし、コ（1）については

やがて統計が完備するであろうポ，（4）については，断片

的なデータをみずから組みなおさなければならない。こ

こでは川と（4）は，全面的に掲ii,xを害］愛するが，（4）にかん

してfj干の注意をしておく。独立以前の土地問題につい

ても q とも用いやすいのは〔 1〕，〔7〕，〔8〕であるが，

それは＼・、ずれも 1950/51年の設業センゆスlこ依拠してお

り，その後信頼で主る調査が行なわれていない。 Lたぶ

って比較の際は， 10年以上離れた2時点の比較ができる

だ付であって，独立戦争中の変化を正確ピおさえるごと

ができない。フランス政府による農業政策〔5〕，〔12〕

と，戦争遂行のための強制移住〔2〕による変化が大き

いだけに，この庶についてとくに慎重でなければならな

いが，独立戦争末期の変イヒについて述ノく口、るのは，わ

ずかに〔38〕だけであり，統計では〔47〕の後半が部分

的に利用できる l

アルジエリアの全国土面陪約2倍、38()()}jヘクタ JI.,の

17.9%が農用地であり，その内訳は第1交のとおりであ

る。南アルジエリアの農用地は，ほとんど草地で，耕地，

樹園地はわずかであり，社会主義部門の比毛もほとん2

無視してよい（注2）。北アルジエリアについて，社会主義

部門の比重が大きいのは，穀物以外の畑地（野菜・工芸

作物〕，樹園地（な加でもブドウ畑〉であり，u、ずれも単

位面積当たりの収益が高いことが特徴的であるけまた間

様に第2表について社会主義部門の比獲をみると，柑橘

類，ブドウ，里f菜などの輸出府の商品作物および米，メ

イズなど（アルジエリアでは〉商品化半の尚い作物にお

いてい子れも高率であることがわかる。また部門による

土地利用の差も第 1表，第2友lこよって読みとることが

できるが，さらに第3図によって作物別の栽培直積と粗

収入構成を容易に確認できる。降雨が少なく不規則なア

ルジヱ ＇）アでは， i荏瓶面積が茂要な土地生産力指標であ

82 

るが，会経営面積に対する割合を考えると第3表によっ

て社会主義部門に灘瓶の普及度が高いことがわかる。た

だし牧畜にかんしては第4表のように私的部門のほうが

比誌が大きし、α 社会主義農業部門の農家人口は第5表の

ように20%にみたず，これを第3図と比較すると社会主

義部門の労働生産性がおいこと，それと表裏一体の関係

ご自主管理H¥:J＆の受益ちが少数であるととがわかる。

第6表は，経営規模別に比較したものであるが，これ

により経営形態がまったくことなることを確認できるで

あろう。私的部門の場f；－は家族経営が文自己的であるのに

対して，自主管理農場は，大経営である。

害事H週 間；r，別農業P七段

作物別報陥而閉斤，，比

作物別相収入百骨比

プドウ

[2a 社会！拠出；l吋 ｛面積i,m収入の剖珂）

仁コ説的部 r・1 ＜面積？仰はい、の40帽）

180・＝100%

( :u所〉〔47Jp. 36 

!f lc 下芸作物

。頚

主蒜丘惣

自主理管農場の経営構造にかんして〔48〕により，全

閣的および県別にかなり詳細なデータがわかるようにな

った。しかし設場レベルの凋題はまったく不明であり，

農場経営の類型も直接は行なうことができない。

第7表は，経営規模別に農場数を示したものである。

北アルジエリア全体で 2188経営で， 500～10附ヘクター

ノレの農場がもっとも多ャが，かなりのばらつきがあると

とがわかる。第8表の県別の表から，社会主義部門の比

毛が県に上ってかな習の相違があり，それが比較的大き
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~ 1 ii室 部 門 ll!J k 地利用 （単位：ヘクタール）

社会主義部門｜席、的部門 l 合 計 lJ社 会 主 義
一一「 一一｜一戸「一一 十 一「一一一一｜！部門の割合

面 積｜比率（%） i面 積 1比率C%)I面 積｜比率＜%） II C%) 

ア全｜畑 地 i1,484,380 I 64.s I 4,648 ,o4o I 
ル：草地 I 343,110 I 14. 9 I 34,067,490 I 
ジ｜樹岡地 I 403,210 I 11.s I 217,540 I 
ェ｜農道・宅地｜ 71,670 I 3.1 I 1,214,020 I 

吐 農 Ill 地一川ふ弘ふ l 100.0: 40,147瓦oI 

l畑！穀物 I 753.170 I 32.8 I 2…｜ 
｜休閃地 I 655,290 I zs.s I 2,462,000 I 
｜他 I 75,310 I 3.3 I 126,850 I 

北 l地 1・.;- --ii J 1記イ示ふ37，；；~l 
ア ｜ 「→ － h ←ー←一 一一一一一 「？？ーーー ' . ' 

永年牧草地 1 16,530 I o. 7 I 20,670 1 

ノレ｜ ｜ 放牧，採草地 3幻，160I 14.2 I 4,912,660 I 

計 3仏的oI 14.9 4 933,330 ¥ 

317,730 / 
82,300 I 

400.030 I 

11,sgo I 

2,2肌 080! 

610 I 

20 
3,180 I 
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3,890: 

ァ l 地 I ft 

｜農道，宅地など

［民！日地合言｜

市 ｜畑地
ノ；草地 l

ノレ；樹 閑 地 l

~i 竺F’子竺ど l
L土旦地合計 l

（出所〉 〔47〕pp.g～10.

4両工正面

13.8 I 45,530 
3.6 i 145,360 

3；：「己
39.8「~

5.6 
0.0 
10.6 
5.7 

0.0 

ぃ Alger,Oranなどの沿岸県では，平均経営規模が小 泉場内の職種別労働力構成は，第10表のとおりである

さいという関係が読みとれる。これは Alger,Oranは， が，職種別の賃金その他の労働条件は不明である。常雇

ブドウ，野菜，柑橘の多い県であり，ヨーロッパ人入植 労働者のうちで総会構成員でないものは少数であるとし

者の集中地帯であったことによって説明がつけられる。 て，臨時労働者の Statusはどうであろうか。第11表に

Sa"ida, Mostaganemの場合は，同じ沿岸県であっても より，およその見とおしはつけられるが，なおデータが

穀作地帯であるために平均規模が高くなっているわけで 不十分であるといわなければならない。

ある。 （注2〕 一般にアノレジエリアの草地の利用は極端に

〔48］は，農場施設，農機具についても県別に統計をか 粗放的であり，〔48〕では，草地を除いた「有効農用

かげているので，県別の比較をいっそうおしすすめるこ 問積」（SurfaceAgricole Utile）という概念を農用地

とができるが，ここでは雇用労働力にかんするデータの の代わりに使うことを主張している。

みを出しておこう（第9表〕。ここでも Alger,Oranの （注 3) 総会構成員およびその家族で自主管理農場

2県がとくに大きいが，農場当たり平均常雇労働者数は の常雇労働者数は， 11万4315人。非農業従事者も含め

それぞれ 172人， 38人，全県平均は 61人であり， Alger て所得を得た者は家族員の22%であり（〔48〕p.22), 

とOranの聞にも経営形態の差があるといえる。第9表 アノレジエリアの平均世帯員数は5～6人であるから，

の常雇労働者は必ずしも総会の構成員ではないが，非構 1世帯2人の常雇労働者を出している総会構成員世帯

成員は比較的少数であると思われるほ3）。 数はごくわずかである。
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筋2袋作物別栽培樹積および生産高 （単位：商積 へクタール ) 
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I 社合品川 l 私的制；門l 作 ~''itf" I I M当1 ι ：吋 ~~~，細心i
凶積｜生産高｜たり｜街積 i 生産高 lたり面積 生産高 It：り｜の割合

I 仰量1 i 11収量i ，』，渋I( 'i:産品、）

,,1 Iソ ノレ ゴ｜ 必ol 4,7吋瓜4 1,340[ 9,:isol 7.ol 1 ,8叫 14,090[ 7.8[ 33.4 
｜メイぐ i 立.（ゆ01 '27 ,9釧 14.01 2,99川 30,46Di10.2I 4 9901 58 400111.η47.8 

殺｜米（モミ〉｜ 1,1701 45,17 .38.61 ・ 14ゆ 4,970¥35.51 1,310! 50,140138.3! 90.1 

川向山［刈 玩同 1一一； ムムi i 工；oo1~6:m; 1 ~;; 
キ｜硬小変 I460, 1001 3,4?.~ ・9221 z・511,204,600¥ 6,550 ,~22 与.当 l,665,300(10,009,2~91 6明おり

i快 j、 主｜ 248 ' 1001 1,730 ' 6001 7. 01 27札却OI I ,486, 200[ 5. 31 5ぷi,60013,216,8rn1l 6.判 4:1.持

舶イ ：愛 63,9001 50s, 100 s. ol 561,5001 3；湖；1005 .81 625 ,4001 3 )76川JOI6叫 18.5

i：二三Li;i: oooJ 1~~4~！ふ－l－~0L三竺~L：~竺~~－：’·~~－~~－
；午付合言｜｜ 枇 7吋 ι8（日3干0017.3' 2，悩2側 111紛 2800 5.5 2，あ4,30ο

η ち令言！ i 川叫 槌’峨I5.0 帆釘（） 杭，湖 7.4, 杭必治｜；帆ら60,6.71 詑 5

灯荒類仔言~－ I 釣，9601 2,7お，刈 I 54，泣O :i、379,0叩 i ! 84，的 6，肌5刃（ I 44.7 
柑橘ぉ I38，捌I 4 .252. i60, ゆ 384 , 720! I 43, 8:-m1 4，日6,8201 I 91. 1 
f白山巣川知 1 40,060i 1,187 ,67ひ l,l8, 920 8 ,0哨，0301 I 178,9801 4,253,7001 I 25.1 
ヅドゥ（原料用） I 302 ,550¥ 14,528, 21:-iJぷ.0 4:1 , 7 4( 1 , 739，沼oJ:-i9.8J 346,29ol16,267,4(i3J47.0I s2."' 

,・ I 1' パ コ i [ [ [ l I I H!,0（川崎，oooi6 ol 
二 lhi ll I I I ! i I I :3,9501 26,2501 6.61 
; I甜菜I 2,090¥ 114.190154.61 ¥ 1 J I I I 
物 1土ふん計i----, --1 1 .. 1 一r-1-・ i I 「一一
（注） (1）冬穀類，ブドウは1965年他は1964年，（2）プドウ生皮肉はプドウ酒換算で，単位ヘクトリ、ットノレ。

〔出附） 〔17〕PP.11～24上り作成。

主主3表 部門別滋滋i記積

l社d；会：主義門｜草l.（内部門 1I ,, ,J 

1お むqゑ 乙，780 1,500 4,280 
19,420 59,640 79,060 

主？ 3長 ii., 20,150 31,710 51，持60

ヱ ;z;< 作 物 1,570 850 2,420 
ノ， ド ノ 18,890 2,200 21, 0開

樹 42,150 58,870 101,020 
そ (J) f也 8,350 5,540 13,K90 

合計 I113 310 I州 310j♂3,620 

（出所〉 〔47〕p.26.南北別は省略。

繁 5表 fl!'. 門

社会主義部門
リj ' 女 -~ 百十

力設 従事官 i 136,185 r-;75! 136，円nd
ぷぷ従事者！ 53,9印 刷q竪坦
一一子←寸石市5 3,615：竺竺
家紋就業汗 1 I 舗8,:3561
および無職！ ！ 

合 言I I I 862,lお｜

~4 義 郎門別家軍事飼義頭数（1964年） （単位： 1000政）

合 計

30 501 531 
I主 12 12 
ヤ 12 1,630 1,642 
メン ＝￥ 164 4,836 5,000 

R, 12 105 117 
フ 13 134 147 
τョ 8 240 248 
ラクダ 175 175 

( HJ所〉 〔47)p. 84.，原表は1951～64の各年次別。

（単位：人）別農家人口

私的 部 門 I i社会主義部門一九一 F j 合計｜女 I {, 計 （ ！の割合 （%） り1

695,845[ 
113,4651 

809,310 

13,530! 7的，3花 i 846,2:-l5: 16.4 
2,3701 115,835, 172,755 33.6 

15,900 肌叫 1,018

¥a，似，814，印

I J，鰍，但4 4，π0,160 此 2

〔出I所〉 [ 47] Annexe.なお幻：会_j；義J'.l'i <1) rz字（t〔48〕p.26と若 fくいちか／ている。
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第 6表 緩 営 規 換)llj農業［£営数割合（%）

主十台主義都l"J 説的ふ門

従営数経営箇積経営数経営面積

Zha以下 1l } "" i 4.4 2～ G , 22.2 15.9 
5～ lO , l :l 0.1 13.2 ' 15.8 
10~ ~u 1 I 1.0 21.3 
20～50 :1.4 23.6 
50～100 i 1.8 0.2 0.8 11.0 
1叩～200 fi. l 0. 9 
200～己110 25. 2 7 .0 
5佃～1,000 21-i.:l 15.4 

1,000～2,000 23.3 30.5 0.2 2.0 
2,000～3,000 8.8 21.9 
’，，，0帥～4,0IXl 乙7 9.8 
1,000～5 , (I()(} 1 . 5 7. l 

: 100.0 100,Q i 100.0 I 100.0 
(ti¥所） [47〕Annexe.

:G7表 経；，；，； .l;;,模別自主活理菱電曇訟

I i祭場数｜比率（%）

5QhaU t、 ふリ4ウ' 1.2:1 625 0.0:l 
50～1 (I() 40 1.82 ・ 3,105 O.B 
100～200 130 5.96 19,460 0.84 
200～500 55:{ 25.27 8.30 
500～l ,000 620 28.33 447,715 19.19 

1,000～1, ;",(10 け.，1〕〉門』 14.94 396,705: 17.01 
1,5似】～2,(10(1 rn:: 8.38 314,450' 13.48 
2,000～2,5()(1 5.99 292,480 12.54 
2,500～3,0似） 63 2.88 172,515 7.39 
3,000～3,500 41 1.88 134,285 5.76 
:i,500-1可（J()(I L~ 0.82 67,720 2.90 
4,000～5、（）（）（｝ 1.51) 145,755 6.2・1 
ろ，ooohζI.i) J フ】., 1.00 i 144,375 6.1リ

（出円r) 148〕p.15.

第8表 i県別自主管塑農場数
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Mostaganem 
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オtアノレジェりプ

Ciヲミ） 前麗とじ向・差是場で 6カ月以上経即した労働

者をさ L，労働者総会の非構成員も含む。

臨時とは同一銭場で 6ヵ月以下雇用した労働者を

セハ他の段場で働く正当仁はjjl]fこ数えてあるじ

（討ij＇）：）〔 48〕p.21.

第10遺産 自主管理農場常陸労働者職種別雇用数

Utア；Cジヱリ 7)

比率（%）

労 働 83.2 

11.2 

1.8 

3.8 

100.。

111,805 

15,085 

2,400 

5,140 

r、

" 
言｜噌

en，：〕 技能労働者とは，機械エ，トヲタ声一運転ミ子，

2十・1rf, r:,n，接本rnnイ＇ど O i;," ti付会計，事務員な Eの

1；寸.＇ft；とは， WI'！＇宵，委主 i長，副委Rj毛そさす。

（出所〕 〔48〕P-25.原表は県別。

第11表 白主管理農場臨時労働者数

（「F業}Jljjjよ付期間別）

｜男｜女 l合計

耕 伝 I2,230 I 10 I 2,240 
徐的ii'l’fむそのi也中u:J作業 I :ll，必oI 1,475 I 32,925 
収穫 11s,620I 1,360 I 16,980 

・-; ~- --－~可－－ 1 － ~9 －~－~Jムー［ s2凶

1 力 JJ u －ド I14,585 I 1,510 I 21,095 
1 ～ 3 ヵ月 I13,260 I 755 I 14,015 
3 カ 月 以 上 I16,455 I 580 I 17,035 

台 - ~i~ ·1云ふ｜工瓦：s－；~孟
(t!:l月「〉 [48〕pp.25～26. 原表Ii県)JIJo

8ラ
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ーで笠宮同？資 料一一一一？一一一一一一一一一一四一一一一一一一一円一町一…’H叩円相

所有者不在の工業・鉱業・手工業における企業およ

び農業経営体の組識と管理にかんする法令 (1963

年3月22日のデクレ）

一一企業または農場の経済的計画の達成のために技術

的に必要な常雇労働者の最適員数を 1年ごとに決定す

る，

第6条 労働者総会の構成員は各自 1票の票決権をも

っ。票決権は代表されることができない。

第 1＇ぎ自主管理の組織について 投票は，無記名投票で行なわれなければならない。労

第1条 い！？有者不在の工業・鉱業の金設および農場は ｛品目総会が有効に議決するためには，登録構成員の 3分

次の機閣にkって自主的に符売される。
の立が出席しなければならなヤ。

(a）労働者総会（Assemblee阻止neraledes travailleurs) 第7条労働者総会の議決に参加する権利をもっ労働

同労働者評議会（Conseildes tra vailleurs) 者は何人も，箪大な過失がなければ除名されることはな

い）管理委員会（Comitr'.'de日estion) い。

伺）管珂t''r' ( Directeu r) 霞大な過失の誌明は，労働者評議会，または労働者I；干

しかしながら，内閣総理大医の決定によりで，国家的 議会がない場合には労働者総会がこれを行なれ

耳主要性をもっ特定の企業，事業所は，公共部門に統合さ 第8条労働者総会は，労働者評議会あるいは管理委

れ公共3 半公共機関または国営会社によって管理される 員会によって少なくとも 3カ月に 1凹召集されなければ

ことができるc ならない。労働す総会は，構成員の 3分の 1の発議によ

第1副章労働者総会 って競待に召集されることができる。労働者30人未満の

第2条労働者総会は，第3条，第4条，第5条に定 企業・農場においては，労働者総会は，評議会を代行する。

められる基準に従って企業または農場の常濯労働者によ 第9条労働者総会は，

って構泌されるo 一一国家計耐の枠内において，企業・農場の発展計

この↑再Jえはの数は，企業また農場の発IJ~ と拡大の程度 l!ijj，および設備投資，生産，販売の年次計画を採択する。

に応じて 1年ごとに定められる。 一一労働の組織化，任務と案flの決定，分担に関する

企業または農場の発展と拡大の計画は，発展の国家的 規定を採択する。

計画に適合するものである。 一一決算書を承認する。

第3条’〉；働者総会の様1iU主であるためには，労働者 一一ー必要ある場合は，評議会を選出する。

は次の諸条件iこかなわなければならないコ 主＆ 2割輩労働者評議会

一一アルジエリア国民であること。 第10条労働者評議会は，企業または農場の労働者総

一一滴18歳以上であること。 会構成員から選出され，最大限 100人以上，最少限10人

一一公民権を失ったことがないこと。 米満にならない限りで労働者15人につき最低1名の構成

一一現実に労働を行なっ亡おり，それに適した健康を 誌により構成される。

もってν、る二と。 第11条労働者評議会の構成長の最少限3分の2は，

一一企業または農場の常麗労働者であること。 企業または農場の生産に直接従事していなければならな

一一段低6カ月間，継続して勤務していること。 い。

しかしながら，解放出争を応因とするが態によって金 投票の条件は，労働者総会について第6条で規定した

業または民叫がら離れて＇， ＇た常雇労働者は，この最後の 条件と同様である。

必要条件を免除される。 第12条労働者評議員の構成長は， 3年任期で選出さ

第4条季節労働者は，労働者総会の構成員となるこ れ，その委任は毎年3分の1ずつ更新される。

とができず，構成員の資格に付帯する権利と特典を享受 第13条労働者評議会は，少なくとも 1カ月に 1回，管

することができない。 姥委員会の決定によ η て凋かれる。しかしながら構成長

第5条 T；理官は所較検問，および自：_LTfJ）！！振興市町 の3分の 1の発議によって臨時会として開くこともでき

村評議去の助言にしたがって， る。

一一一労働者総会の構成員名簿を定め，構成員に構成員 第14条労働者評議会は，

票を交付する。 一一企業または農場の内規を採択する。
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円一総会による年次設備投資計画の枠内で，設備品の 会，総会の構成員を，参考人の資格でその会議に参加さ

l［詩人と売却を決定する J しかしながム創業資産価民を被 せることができる。

ずることがあ円てはならないt 第18条管理委員会が有効に議決するためには，管理

←一総公によって採択された発筏戸商の枠内で長中期 官を含む構成Hの3分の2が出席しなければならない。

併款をft！：，上する。 採決は，出席者の単純多数によって行なわれる。

一総会への上申を条件として構成員の除名を決定す 賛否両数の場合には，委員長の棄が裁決権を有する。

第四条管理委員会の委員長は，

一一本法令の第3条，第4条，第5条に規定された純 一一管理委員会，労働者評議会および総会を主宰し，

~円 1'1でおけ止の日’医労働者？の力ii人を決定する｛評議会に支 指導する。

障があるときには，管理官がその代理をすることができ 一一管理委員会，労働者評議会および総会の議事録に

る 新規労働苫の加入は， In戦士または抑庄の犠相者か 副将する。

ら優先的に行なわなければならない。 一一金融，および支払証書に副署する。

一総会提ii＼に先t::.，，て決算委を官査するa 管理委員会の決定にも土づb、て，労働者評議会，

一一管地委員会を選出し，統制するω 総会を召集する0

JB3雇I］扇雀理委員会 第三斤に対して企業または農場を代表し，管理委員会

第15条管混委員会は，労働者評機会から選出された の許可により法廷に立つ権限を有する。

3人から11人の構成0で構成される。構戒はの少なくと mg 4語lj章管理宮

も1分のどは，生産 1：：直接従事しごいなければならな 第20登管理官

い。 企業または農場におヤて，濁を代表する。

;,f理委li会tエ，構成員から互選で、 1年竺とに l人の 一企業または農場の経済的財政的活動の合法性につ

委員長を選出する。 いて監視する。なかでも，

委員の9i新作，労働朽評議会と同肢に任期終了後， 3 一開業計画に適合しなヤ運営と発展の：n－留に反対す

分の lずつ毎年行なわれる。 る，，

第16条管理委員会は企業または；；t場の管理のff携を 第3条，第4条，第5条が適用されtn、場fr,ffi 

負う。なかでも， 否権によって対抗する。

一国家計凶の枠内で企業または段場の発展計l!"i，ぉ 一一企業または農場の生産手段の当初価値の減少に反

よぴ年次の設備投資・生産・販売計闘を作りあげる。 対する。

-']iit!lJJの紅織化，ならびに任務と賓任の決定および 委員長の権磁のもとで，管理委員会および労働者

分担にかんする規定を定める3 評議会の決議を実施し，法律と規則にしたがって，企業

ー－1+•)J書をつくる。 または農場の日常活動を保証する。

一引劫者評議会の決議を準備する。 一一金融証書および支払指図書に署名する。

一-&p次設備投資・生産・販売言｛闘の枠内で，短期借 一一13；志の瓦Jムいを行なう現金資金を保l1する。

款を決定 4る。 一一決算書に署名する。

一一原料品，種子等の供給に必要な製品の購入方式を 一一不動産，動産の目録ならびに所轄機関の定める規

年‘次生産計画の枠内で決定する。 則と手続きにしたがって企業または農場の会計簿を定

一一製品およびサービスの販売方式を決定する。 め，保管する。

一一季節労働者のMA地含む生産にかんする諸問題を 第21条管理食は，法律上当然に議決権をもっ管理委

定める。 員会の構成員である。管理官は委員長になることができ

耳H7条管理委員会は最れiカ月に 1副，および企業 ない。

の利益が要請するたびに，委員長の召集によって開かれ 管理委員会は，労働者評議会および総会への報告書の

提示を，管理Yl'iこ行なわせるととができる。

管理委員会は，企業の運営にかんしてあらかじめ管理 第22条管理官はその職務上要求される道徳的専門的

委員会仁山された提案と示健全詳述しうる労働者浮議 資質をもたなければならず，自主管煙振興市町村詳議会
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